
令 和  4 年  3 月  8 日

長崎県北松浦郡佐々町長  古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名
令和 3年度

町道浄香谷線道路災害応急復旧工事（その3）

工 事 場 所 長崎県北松浦郡佐々町口石免地内

工 事 概 要
工事延長 L=39.0m

請 負 業 者
長崎県北松浦郡佐々町市瀬免１９６番地１

㈱湧龍  代表取締役 佐々木 俊晴

変 更 内 容

 土工 V=215.0m2→265.0m3
 人工張芝 A=530.0m2→590.0m2
 小段排水溝 A=39.0m2→36.0m2
 湧水処理工 N=1.0箇所（追加）

変 更 理 由

 請負業者による着工前測量の結果、発注前と比較して土砂崩落して 
 いる範囲が広がったことが判明し、土工量や施工面積を増額した。 
 （土工V=215.0m3→265.0m3 施工面積A=530.0m2→590.0m2）
 掘削した結果、当初想定していた湧水箇所以外からも湧水が確認され
 たため、暗渠排水管等による湧水処理工を追加した。（N=1.0箇所）

変 更 契 約 日 令和 4年 3月 8日

変 更 前 契 約 額 5,610,000円 （内消費税額 510,000円）

変 更 額 増 1,090,100円 （内消費税額 99,100円）

変 更 後 契 約 額 6,700,100円 （内消費税額 609,100円）

変 更 前 工 期
令和 3年12月14日

105日間
令和 4年 3月28日

変 更 後 工 期
令和 3年12月14日

105日間
令和 4年 3月28日

そ の 他 第 1 回変更
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